
木更津市民生委員推薦会議事録 

 

日  時  令和 5年５月２５日（木） 午後３時 30分から午後４時００分まで 

場  所  木更津市役所 朝日庁舎 会議室 E 

出席者   委員長    永原 利浩  （第１号委員） 

       委員     竹内 伸江  （第１号委員） 

       委員     及川 勝正  （第２号委員） 

       委員     髙梨 豊    （第２号委員） 

       委員     滝口 君江  （第３号委員） 

       委員     髙安 清美  （第３号委員） 

       委員     早川 律子  （第４号委員） 

       委員     渡部 桂子  （第５号委員） 

       委員     清水 和也  （第６号委員） 

       委員     吉川 はぐみ（第６号委員） 

       委員     鹿間 和久  （第７号委員） 

       幹事     大倉野 映子（福祉部福祉相談課） 

       幹事     兵藤 伸江  （福祉部福祉相談課） 

        

 

〇事務局（兵藤係長） 

それでは定刻となりましたので、ただいまから、木更津市民生委員推薦会を開会

いたします。本日は、ご多用のところご出席頂きまして、ありがとうございます。 

始めに、事務局よりご報告がございます。木更津市民生委員推薦会の委員長でご

ざいました、石井徳亮委員につきましては、５月１６日付けで本推薦会委員の辞任

願が提出されました。それに伴い、市議会の議員からの選出委員として、本日付で、

新たに竹内伸江委員が委嘱されましたので、ご報告いたします。どうぞよろしくお

願いいたします。 

次に、事務局の紹介をいたします。 

福祉相談課長の大倉野、地域福祉係長の兵藤でございます。本日は、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

まず、議事に先立ちまして、資料の確認をさせて頂きます。本日配布した資料は、

１つ目、「次第」と「推薦会委員名簿」が表裏になっているもの、２つ目、「民生委員・

児童委員選任に関する一般方針について」、３つ目、「民生委員・児童委員欠員状況

一覧」の３点でございますが、不足は ございませんでしょうか。 

また、事前にお送りさせて頂きました、「候補者資料」について、ご説明がござい

ます。本日、お持ちでない方は いらっしゃいますでしょうか。 



この、「候補者資料」のうち、各候補者の「推薦書」についてでございますが、まず、

７ページをご覧ください。上から、候補者の住所・氏名・生年月日・電話番号とござ

いまして、その下に、「民生委員児童委員の欠員補充に伴う当地区担当民生委員児

童委員の選任について」とございますが、この部分を、１０ページ及び１３ページと

見比べて頂きたいのですが、各「推薦書」で、記載内容が少しずづ異なってしまって

おります。これは、一斉改選用の様式でご提出頂いた方がおられたことによるもの

でございますが、今回のこの「推薦書」は、いずれの候補者も、欠員補充に伴いご推

薦を頂いたものとなっておりますので、ご承知おきくださいますよう、お願いいた

します。 

なお、「候補者資料」につきましては、個人情報が含まれておりますため、推薦会

終了後は回収させて頂きますので、あらかじめご了承頂きますようお願い申し上

げます。 

また、本推薦会の議事録を作成する都合上、録音をさせて頂いておりますので、

ご承知おきください。 

本会議の議事進行につきましては、民生委員法施行令第３条の規定によりまして、

委員長に議長を務めていただくところでございますが、冒頭でご報告させて頂き

ましたとおり、委員長が辞任されましたため、新委員長選出までの間、清水委員に

仮議長をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

〇事務局（兵藤係長） 

それでは、清水委員、進行をお願いいたします。 

 

〇清水委員 

福祉部長の清水でございます。よろしくお願いいたします。委員長が決まるまで

の間、仮議長を務めさせて頂きます。ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

はじめに、本日の出席委員は、定数１４名中１１名となっております。よって、民生

委員法施行令第４条の規定により、本推薦会は成立いたしましたので、報告いたし

ます。 

それでは、議題（１）「委員長の選出について」を議題に供します。 

委員長の選出は、民生委員法第８条第３項の規定によりまして、委員の互選とな

っております。どなたか、委員長に推薦する方は、いらっしゃいますか。 

 

〇鹿間委員 

石井委員長が辞任され、その後、今回、議会の方で教育民生常任委員会の委員長



になられました、永原委員を推薦いたします。 

 

〇清水委員 

ただ今、鹿間委員から、永原委員との声がございましたが、皆様、いかがでしょう

か。 

 

（異議なしの声あり） 

 

〇清水委員 

ご異議無いものと認め、永原委員を委員長として決定させて頂きます。 

それでは、今後の進行につきましては、新委員長の永原委員にお願いいたします。

以上で、私の仮議長の任を解かせて頂きます。ご協力ありがとうございました。 

 

〇事務局（兵藤係長） 

委員長が決定いたしました。 

それでは、委員長は議長席へご移動頂き、議事進行をお願いいたします。 

 

〇議長（永原委員長） 

皆さん、こんにちは。この度、私、永原が委員長ということですので、皆様のご協

力により委員長の職を果たしたいと存じます。 

さて、本推薦会は、民生委員・児童委員の候補者について審議し、県に推薦する

ものでございます。委員の皆様方と共に、慎重に審議いたしたいと考えております

ので、ご協力をお願い申し上げまして、あいさつとさせて頂きます。 

どうかよろしくお願いいたします。 

それでは、審議に入らせて頂きます。 

議題（２）「議事録署名人の選出について」でございますが、こちらは、及川委員と、

髙梨委員にお願いいたします。 

続きまして、議題（３）「職務代理者の指定について」でございますが、民生委員法

施行令第２条第２項の規定により、委員長に事故があるときは、あらかじめ、民生

委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理することとなっております。指定に

あたり、選出方法はいかがいたしましょうか。 

 

〇滝口委員 

議長一任でお願いいたします。 

 

〇議長（永原委員長） 



ただいま、議長一任との声がありましたが、他にご意見はございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ご異議が無いようですので、議長一任とさせて頂きまして、職務代理者に清水委

員を指定したいと思います。 

続きまして、議題（４）「民生委員・児童委員の推薦について」を議題に供します。 

本日の推薦会は、民生委員・児童委員が欠員となっている地区から推薦がありま

した、候補者３名についてご審議いただくものでございます。事務局の説明を求め

ます。 

 

〇事務局（大倉野課長） 

福祉相談課、課長の大倉野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

今回ご審議いただく区域担当の民生委員・児童委員の候補者は３名となっており、

地区の内訳は、岩根西地区、二小地区、波岡西地区の各１名で、全員が新任の方で

ございます。また、任期は、令和５年８月１日から令和７年１１月３０日までとなって

おります。 

それでは、本日配付いたしました資料の、「民生委員・児童委員選任に関する一般

方針について」をご覧ください。 

こちらは、民生委員に就任するための、要件に関する一般方針を県が取りまとめ

たものでございます。 

まず、「１ 選任に当たっての一般方針について」でございますが、民生委員は、人

格識見高く、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のあること、などの要

件がございます。こちらは、「候補者資料」にございます、「個人調書」の右側、「適否

事項」の項目にて判断することとなります。 

次に、「２ 年齢について」でございますが、民生委員・児童委員の年齢要件につき

ましては、委嘱日となる令和５年８月１日現在において、原則７５歳未満となってお

り、さらに、新任の場合は、７２歳未満の方の選出に努めることとなっておりますが、

今回ご審議いただく候補者につきましては、全員が年齢の基準を満たしておりま

す。 

また、「４ その他留意事項」でございますが、まず、「（１）職業」につきまして、会社

員等の常勤の被雇用者は、推薦に関する雇用者からの同意が必要となっておりま

すが、今回の候補者につきましては、無職又は非常勤の勤務の方でございますの

で、雇用者からの同意は必要無いものとなっております。 

次に、「（２）時間的余裕」及び「（３）地域在住期間」につきましても、「個人調書」に

ございますとおり、全員が要件を満たしております。 



以上により、今回ご審議いただく候補者につきましては、全員がすべての要件を

満たしております。 

委員の皆様には、各候補者につきまして審議していただきたいと思います。 

最後に、本市の欠員状況についてご説明いたします。 

令和５年４月１日現在において、区域担当の民生委員・児童委員の欠員数は、３３

名でございます。今回ご審議いただく候補者が推薦され、８月に委嘱された場合

の欠員数は、３０名となります。欠員解消の方法につきましては、主に自治会に依

頼することでその解消に努めておりますが、自治会から候補者を探すことが困難

である場合もございますので、小中学校などにも候補者の推薦を依頼することで、

欠員解消に努めております。 

今後も引き続き、自治会に加えて、各方面に働きかけ、候補者の確保に努めてま

いります。 

私からは以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（永原委員長） 

説明が終わりました。それでは、事務局より事前に配布されております「候補者資

料」につきましては、概ね目を通していただいていると思いますが、内容を審査す

る時間を５分程とりたいと思います。 

 

（数分経過） 

 

〇滝口委員 

皆さん要件を満たしているので、よろしいのではないでしょうか。 

 

〇議長（永原委員長） 

皆様、予め資料に目を通していただいてようでありましたら、このまま審議に入

りたいと思います。 

それでは、資料を見たところで、何かご質問等ございましたら挙手をお願いいた

します。 

 

〇滝口委員 

始めの事務局の説明は、用紙が違っていたっていうことですよね。推薦書の様式

が前の様式であったと。審議には関係ないことですよね。 

 

〇事務局（兵藤係長） 

 そのとおりです。 



〇滝口委員 

分かりました。 

 

〇議長（永原委員長） 

 他にございますか。 

 

〇鹿間委員 

私も今、口頭で説明のあったとおり、要件は全て満たしているので、この３名につ

いては、全てOKだと思います。 

 

〇議長（永原委員長） 

その他、審議に関してございませんか。特に無いようですので、採決いたします。

候補者全員を、新たな民生委員・児童委員として推薦することに賛成の方の挙手

を求めます。 

 

 

（全員挙手） 

 

〇議長（永原委員長） 

挙手全員でございます。よって、本委員会は、候補者全員を推薦することに決し

ました。 

その他ございますか。 

 

〇鹿間委員 

大倉野課長からの説明の最後にあった、欠員状況、人数的なものですが、私の記

憶だと、前回の推薦会の時、欠員が３２名だったと思うんです。今回、３３名となっ

ているのは、１名何かあったのだろうか、それとも私の記憶違いなのかを確認した

い。 

 

〇事務局（兵藤係長） 

３月末で、１名、辞められた方がいらっしゃいますので、その関係でございます。 

 

〇鹿間委員 

確認ですけど、前回、１月１９日の推薦会の時の欠員は３２名で、その後に１名辞め

られた方がいるから、３３名ということで、よろしいですね。 

 



〇事務局（兵藤係長） 

そのとおりでございます。 

 

〇鹿間委員 

差支えなければ、その方の辞められた理由は分かりますか。個人情報的なものも

あると思いますが。 

 

〇髙梨委員 

一身上の都合です。 

 

〇鹿間委員 

分かりました。 

 

〇議長（永原委員長） 

よろしいですか。その他ございますか。 

 

〇髙梨委員 

今回の候補者は無職とかなのでいいんですけれども、勤めている場合、民生委員

活動をする場合は会社の同意書が必要となっているが、民生委員になった方に働

いている方がいて、去年１２月に民生委員になってから、４回地区民協があり、出て

くださいよ、と言うんですが、仕事が忙しいからと言われる。上司に承認受けてい

るでしょと言うんですけれども。欠員の民生委員を探すのが確かに難しいのです

けれど、頼みに行ったときに、悪いけど、判子だけ押してくれと言うようなことが、

往々にしてあるような気がする。地区会議の欠席が多くても強く言えず、仕事して

いるから忙しいと言われる。 説明を聞いて推薦の書類をもらっているのではな

いのか。考え方をもう少し何とかしないと。そこが課題ではないか。市政協力員や

町内会長が、欠員にならないように思っても、これではなかなか難しい。欠員なら

欠員のほうがよい。 

 

〇事務局（大倉野課長） 

確かに、民生委員のなり手がなかなかいないということはよく話を聞くが、結局

ボランティア活動ですので、こちらはお願いするしか方法が無いので、推薦を頂く

際には、活動の内容を町内会長等から十分説明して頂いたうえで推薦を挙げてい

ただくということを、徹底出来ればと思います。難しいとは思うのですが。 

 

〇議長（永原委員長） 



今後対処すべき課題ですね。他に何かございますか。 

 

〇竹内委員 

今、民生委員さんのご苦労を聞いたわけですけれども、初めて推薦会に出席させ

て頂きましたが、今回、３名の方の推薦があるのですが、例えば、岩根西地区の受

持予定戸数が６２０戸、波岡西地区が４７４戸、二小地区は１７１戸となっており、大

分差がついていて、何倍も受け持たなければならないところがあれば、二小地区

は１７０戸位なので、今回新規で民生委員さんになられる方に、周りで補佐してあ

げられるような体制みたいなものは、大丈夫なのでしょうか。戸数を見たときにび

っくりしてしまって。 

 

〇及川会長 

今の竹内委員のお話ですが、民生委員の配置基準は、市町村の規模によって変

わってくるのですけれど、木更津市は１７０戸から３６０戸に１名ですが、戸数だけ

でいうと、必ずしもそれだけでは、というところがありまして、例えば、マンション

なんか建っているところ、あるいは、集合住宅なんかは、比較的、若くて元気に働

いている方が多い。逆に、お年寄りとか、一人で住んでいる高齢者が多い地域です

と、戸数が８０戸、１００戸しかなくても、一人暮らしの年寄りばっかりだ、というこ

ともあるんですね。そうすると、民生委員として活動する頻度が多くなるというと

ころがあるので、必ずしも戸数だけで判断するのは難しいところがあります。 

 

〇竹内委員 

どうもありがとうございました。 

 

〇議長（永原委員長） 

他にございますか。無いようでしたら、これをもって議事を終了し、議長の任を解

かせて頂きます。 

ご協力ありがとうございました。 

 

〇事務局（兵藤係長） 

ありがとうございました。なお、本推薦会につきましては、年３回、５月・９月・１月

に開催予定となっております。次回９月の開催に向け、引続き、欠員地区の候補者

選出に取り組んでまいりますが、候補者の推薦が無かった場合には、開催はいたし

ません。 

以上をもちまして、木更津市民生委員推薦会を閉会いたします。 

なお、「候補者資料」につきましては回収させて頂きますので、そのまま机の上に



置いて帰られますよう、お願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

議事録署名人      及 川  勝 正 

      

髙 梨  豊               

 

 

 


